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(57)【要約】
【課題】部品点数・重量・コストを低減させることので
きる光ピックアップ装置を提供すること。
【解決手段】アクチュエータには、対物レンズ１がレン
ズホルダ２の端部に取り付けられている。レンズホルダ
２には、対物レンズ１から検知した光ビームをフォーカ
ス方向へ駆動させるためのフォーカスコイル５と、トラ
ッキング方向へ駆動させるためのトラッキングコイル６
とが取り付けられている。これらのコイル５，６を挟む
ように、磁石３がベースプレート７に配置されている。
レンズホルダ２は、４本の弾性支持部材４に取り付けら
れている。これらの弾性支持部材４は、ベースプレート
７に対して可動にされている。フォーカスコイル５、ト
ラッキングコイル６および磁石３によって発生した駆動
力は、弾性支持部材４が曲がり変形を起こすことで、フ
ォーカス方向およびトラッキング方向への伝達が可能に
なっている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源から出射された光ビームを記録媒体の表面に集束させるための対物レンズ、この対
物レンズを保持するためのレンズホルダ、このレンズホルダを駆動可能に弾性支持するた
めの弾性支持部材、およびこの弾性支持部材の一方端を固定支持するためのベース部材を
有している光ピックアップ用アクチュエータと、このアクチュエータのベース部材を保持
するための筐体と、前記光ビームからの信号を取り出すためのフレキシブル基板と、この
フレキシブル基板の浮き上がりを規制するための基板押さえと、この基板押さえと一体に
設けられ、かつ、ベース部材を所定動作に制限して保持するためのアクチュエータ制限保
持部とを備えてなることを特徴とする光ピックアップ装置。
【請求項２】
　前記アクチュエータ制限保持部はその形状が波板形状もしくは湾曲形状である、ことを
特徴とする請求項１に記載の光ピックアップ装置。
【請求項３】
　前記フレキシブル基板は、その表側面とは反対方向へ傾斜させられて前記筐体から側方
へ突出している、ことを特徴とする請求項１に記載の光ピックアップ装置。
【請求項４】
　前記基板押さえは、その先端部がフレキシブル基板の表側面方向へ折り返されている、
ことを特徴とする請求項１に記載の光ピックアップ装置。
【請求項５】
　前記基板押さえは成形材料からなっている、ことを特徴とする請求項１に記載の光ピッ
クアップ装置。
【請求項６】
　前記基板押さえはその保護用カバーと一体に構成されている、ことを特徴とする請求項
１に記載の光ピックアップ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ピックアップ装置に関するものであり、さらに詳しくは、光ディスクを記
録媒体として情報の記録／再生を行うのに好適な光ピックアップ装置に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　まず、従来の技術について、図３および図４を用いて説明する。図３および図４におい
て、光ディスク１１を記録媒体として使用する光ピックアップ装置は、光ディスク１１に
情報を記録するために、あるいは光ディスク１１に記録された情報を再生するために、対
物レンズ１を介して検知される光ビーム１９を光ディスク１１上の最適な焦点位置へ導く
ように制御するためのフォーカス方向駆動手段や、光ディスク１１における特定のトラッ
クに追従するためのトラッキング方向駆動手段を、また場合によっては、光ディスク１１
の傾きに対応して対物レンズ１を傾斜させるためのチルト方向駆動手段を有している。
【０００３】
　前記フォーカス方向駆動手段としては、フォーカスコイル５と磁石３とを備えてなり、
対物レンズ１を保持しているレンズホルダ２を光軸方向へ駆動させ、それを光ディスク１
１上におけるビームスポットの焦点に一致するように追従させる駆動機構がある。
【０００４】
　前記トラッキング方向駆動手段としては、トラッキングコイル６と磁石３とを使用する
ことで、対物レンズ１を保持しているレンズホルダ２を光軸と直交する方向へ駆動させ、
光ディスク１１上の特定のトラックにビームスポットを追従させる駆動機構がある。
【０００５】
　ここで、レンズホルダ２のベースプレート７への支持方法としては、例えば互いに平行
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に配置された上下左右計４本の弾性支持部材４により、レンズホルダ２を片持ち支持する
ものがあり、その結果、フォーカスコイル５、トラッキングコイル６および磁石３によっ
て発生した駆動力は、弾性支持部材４が曲がり変形を起こすことで、フォーカス方向およ
びトラッキング方向への伝達が可能になる。
【０００６】
　また、互いに平行に配置された上下左右計４本の弾性支持部材４の他方端を固定支持す
るための支持部材１２が載置されるベースプレート７の傾きを変えることで、対物レンズ
１の傾きを最適なものにする姿勢調整が行われる。
【０００７】
　ベースプレート７は、アクチュエータ制限手段１３によってその動作が制限されること
で、対物レンズ１の傾きや高さを安定的に最適なものにする姿勢調整を行う。
【０００８】
　ここで、光ビーム１９からの信号を取り出すフレキシブル基板９の浮き上がりを規制す
る基板押さえ１０が、アクチュエータ制限手段１３とは別体に構成されている。
【０００９】
　次に示す特許文献１においては、フレキシブル基板とアクチュエータ制限手段とが別体
に設けられており、部品点数が多くなっている。また、フレキシブル基板が筐体から平行
に出ているため、摺動により、フレキシブル基板が破損するおそれもある。
【００１０】
【特許文献１】特開平２００４－２４１１１７公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上記のように、従来の構成では、アクチュエータ制限手段と基板押さえとが別体に構成
されているため、部品点数・重量・コストが増加するという問題があった。
【００１２】
　本発明の目的は、部品点数・重量・コストを低減させることのできる光ピックアップ装
置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明によれば、光源から出射された光ビームを記録媒体の表面に集束させるための対
物レンズ、この対物レンズを保持するためのレンズホルダ、このレンズホルダを駆動可能
に弾性支持するための弾性支持部材、およびこの弾性支持部材の一方端を固定支持するた
めのベース部材を有している光ピックアップ用アクチュエータと、このアクチュエータの
ベース部材を保持するための筐体と、前記光ビームからの信号を取り出すためのフレキシ
ブル基板と、このフレキシブル基板の浮き上がりを規制するための基板押さえと、この基
板押さえと一体に設けられ、かつ、ベース部材を所定動作に制限して保持するためのアク
チュエータ制限保持部とを備えてなることを特徴とする光ピックアップ装置が提供される
。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の光ピックアップ装置によれば、ベース部材を保持するためのアクチュエータ制
限保持部が、フレキシブル基板の浮き上がりを規制するための基板押さえと一体に設けら
れていることで、部品点数・重量・コストを低減することが可能になる。
【００１５】
　アクチュエータ制限保持部は、例えば薄板を波板形状や湾曲形状に構成することによっ
て、そりが少なく、剛性を確保できる。
【００１６】
　本発明の光ピックアップ装置は、フレキシブル基板がその表側面とは反対方向へ傾斜さ
せられて前記筐体から側方へ突出されているのが好ましい。
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【００１７】
　本発明の光ピックアップ装置は、フレキシブル基板がその表側面とは反対方向へ傾斜さ
せられて前記筐体から側方へ突出されているとともに、基板押えの先端部がフレキシブル
基板の表側面方向へ折り返されているのが好ましい。このように構成されていると、フレ
キシブル基板における屈曲負荷を低減させることが可能になる。
【００１８】
　本発明の光ピックアップ装置は、基板押さえを成形材料から構成したり、その保護用カ
バーと一体に構成したりするのが好ましい。このように構成すると、部品点数・重量・コ
ストをさらに低減することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明における２つの実施の形態を図面に基づいて詳しく説明する。なお、これ
らによって本発明が限定されるものではない。
【００２０】
実施の形態１
　本発明の実施の形態１を図１および図２に基づいて説明する。図１は、本発明の実施の
形態１に係る光ピックアップ装置の構成説明図である。すなわち、図１（ａ）はその平面
図であり、図１（ｂ）は正面から見たその縦断面図である。図２は、図１の光ピックアッ
プ装置の要部（アクチュエータ部分）の拡大構成説明図である。すなわち、図２（ａ）は
その要部拡大平面図であり、図２（ｂ）は側面から見た横断面図である。
【００２１】
　図１および図２に示されたように、光ピックアップ装置のアクチュエータには、対物レ
ンズ１がレンズホルダ２の端部に取り付けられている。また、レンズホルダ２には、対物
レンズ１から検知した光ビーム１９をフォーカス方向へ駆動させるためのフォーカスコイ
ル５と、トラッキング方向へ駆動させるためのトラッキングコイル６とが取り付けられて
いる。さらに、磁気回路手段として、フォーカスコイル５およびトラッキングコイル６を
挟むように、磁石３がベースプレート７（ベース部材）に配置されている。
【００２２】
　レンズホルダ２は、ベースプレート７に取り付けられてベースプレート７で支持された
、例えば薄い金属板材やワイヤーなどからなる４本の弾性支持部材４に取り付けられてい
る。
【００２３】
　レンズホルダ２のベースプレート７への取り付けは、次のようにして行なわれている。
すなわち、互いに平行に配置された上下左右計４本のワイヤー状の弾性支持部材４により
、レンズホルダ２が支持されており、これら４本の弾性支持部材４は、支持部材１２を介
してベースプレート７に固定されているとともに、ダンピング材を介して支持されており
、ベースプレート７に対して可動にされている。
【００２４】
　フォーカスコイル５、トラッキングコイル６および磁石３によって発生した駆動力は、
弾性支持部材４が曲がり変形を起こすことで、フォーカス方向およびトラッキング方向へ
の伝達が可能になっている。
【００２５】
　図６に示されたように、ベースプレート７は、アクチュエータ制限保持部１３によって
動作が所定動作に制限されている。これによって、対物レンズ１の傾きや高さを安定的に
最適なものにする姿勢調整を行うことが可能になる。
　アクチュエータ制限保持部は、例えば薄板を波板形状や湾曲形状に加工・構成すること
により、そりが少なく、剛性を確保できる。この結果、アクチュエータの移動範囲を確実
に制限できる。
【００２６】
　また、光ビーム１９からの信号を取り出すためのフレキシブル基板９の浮き上がりを規



(5) JP 2008-287784 A 2008.11.27

10

20

30

40

50

制するための基板押さえ１０がアクチュエータ制限保持部１３を一体に備えている。これ
によって、部品点数・重量・コストの低減が可能になる。
【００２７】
実施の形態２
　本発明の実施の形態２を図５に基づいて説明する。図５は、本発明の実施の形態２に係
る光ピックアップ装置の構成説明図である。すなわち、図５（ａ）はその平面図であり、
図５（ｂ）は正面から見たその縦断面図であり、図５（ｃ）はその側面図を示している。
【００２８】
　図５に示されたように、光ピックアップ装置のアクチュエータには、対物レンズ１がレ
ンズホルダ２の端部に取り付けられている。また、レンズホルダ２には、対物レンズ１か
ら検知した光ビームをフォーカス方向へ駆動させるためのフォーカスコイル５と、トラッ
キング方向へ駆動させるためのトラッキングコイル６とが取り付けられている。さらに、
磁気回路手段として、フォーカスコイル５およびトラッキングコイル６を挟むように、磁
石３がベースプレート７に配置されている。
【００２９】
　レンズホルダ２は、ベースプレート７に取り付けられてベースプレート７で支持された
、例えば薄い金属板材やワイヤーなどからなる４本の弾性支持部材４に取り付けられてい
る。
【００３０】
　レンズホルダ２のベースプレート７への取り付けは、次のようにして行なわれている。
すなわち、互いに平行に配置された上下左右計４本のワイヤー状の弾性支持部材４により
、レンズホルダ２が支持されており、これら４本の弾性支持部材４は、支持部材１２を介
してベースプレート７に固定されているとともに、ダンピング材を介して支持されており
、ベースプレート７に対して可動にされている。
【００３１】
　フォーカスコイル５、トラッキングコイル６および磁石３によって発生した駆動力は、
弾性支持部材４が曲がり変形を起こすことで、フォーカス方向およびトラッキング方向へ
の伝達が可能になっている。
【００３２】
　図６に示されたように、ベースプレート７は、アクチュエータ制限保持部１３によって
動作が制限されている。これによって、対物レンズ１の傾きや高さを安定的に最適なもの
にする姿勢調整を行うことが可能になる。
　アクチュエータ制限保持部は、例えば薄板を波板形状や湾曲形状に加工・構成すること
により、そりが少なく、剛性を確保できる。この結果、アクチュエータの移動範囲を確実
に制限できる。
【００３３】
　また、光ビーム１９からの信号を取り出すためのフレキシブル基板９の浮き上がりを規
制するための基板押さえ１０がアクチュエータ制限保持部１３を一体に備えている。これ
によって、部品点数・重量・コストの低減が可能になる。
【００３４】
　ここで、フレキシブル基板９は、その表側面とは反対方向へ傾斜させられて筐体８から
　側方へ突出している。また、基板押さえ１０の先端部１５がフレキシブル基板９の表側
面方向へ折り返されている。その結果、フレキシブル基板９の屈曲負荷の低減とフレキシ
ブル基板９の破損防止とを行うことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１に係る光ピックアップ装置の構成説明図である。
すなわち、図１（ａ）はその平面図であり、図１（ｂ）は正面から見たその縦断面図であ
る。
【図２】図２は、図１の光ピックアップ装置の要部拡大構成説明図である。すなわち、図
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２（ａ）はその要部拡大平面図であり、図２（ｂ）は側面から見た横断面図である。
【図３】図３は、従来の光ピックアップ装置の構成説明図である。すなわち、図３（ａ）
はその平面図であり、図３（ｂ）は正面から見た縦断面図である。
【図４】図４は、図３の光ピックアップ装置における１つの構成要素であるフレキシブル
基板が引き出された状態を示す構成説明図である。すなわち、図４（ａ）はその平面図で
あり、図４（ｂ）は正面から見たその縦断面図であり、図４（ｃ）はその側面図である。
【図５】図５は、本発明の実施の形態２に係る光ピックアップ装置における１つの構成要
素であるフレキシブル基板が引き出された状態を示す構成説明図である。すなわち、図５
（ａ）はその平面図であり、図５（ｂ）は正面から見たその縦断面図であり、図５（ｃ）
はその側面図である。
【図６】図６は、本発明の実施の形態１および２の光ピックアップ装置におけるアクチュ
エータ制限保持部の拡大斜視図である。
【符号の説明】
【００３６】
　　１：対物レンズ
　　２：レンズホルダ
　　３：磁石
　　４：弾性支持部材
　　５：フォーカスコイル
　　６：トラッキングコイル
　　７：ベースプレート（ベース部材）
　　８：筐体
　　９：フレキシブル基板
　１０：基板押さえ
　１１：光ディスク（記録媒体）
　１２：支持部材
　１３：アクチュエータ制限保持部／アクチュエータ制限手段
　１５：先端部
　１９：光ビーム



(7) JP 2008-287784 A 2008.11.27

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】
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